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国
民

年
金

20
歳
に
な
っ
た
ら

国国
民民
年年
金金
のの
加加
入入
のの
手手
続続
きき
をを
しし
まま
しし
ょょ
うう
！！

▼
問
い
合
せ
先
＝

保
険
課
　
国
保
年
金
係
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〜
若
者
に
も
無
縁
で
は
な
い
公
的
年
金
〜

「
年
金
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
て
も
、
若
い
と
き
は

保
険
料
を
納
め
る
だ
け
で
、
高
齢
者
に
な
っ
た
と
き
初
め

て
か
か
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
若

い
と
き
に
も
意
外
と
か
か
わ
り
が
深
い
も
の
な
の
で
す
。

公
的
年
金
は
、
自
分
の
老
後
の
支
え
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
以
前
に
自
分
の
親
の
老
後
を
経
済
的
に
支
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
家
の
働
き
手
が
不
幸
に
し
て
亡
く

な
っ
た
と
き
に
は
、
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
し
、
思

わ
ぬ
事
故
や
病
気
が
も
と
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
は
、

若
い
人
に
も
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
世
代
と
世
代
の
支
え

合
い
」
の
意
味
を
し
っ
か
り
認
識
し
て
、
公
的
年
金
制
度

に
対
す
る
積
極
的
な
理
解
と
参
加
に
努
め
る
こ
と
が
大
切

で
す重

要公
的
年
金
は
、
自
動
的
に
加
入
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

保
険
料
は
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
40
年
間
納
め

ま
す
。

手
続
き
を
し
て
も
保
険
料
を
納
め
な
い
と
年
金
を
受

け
取
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
西
社
会
保
険
事
務
室
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険
課
　
国
保
年
金
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「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
の
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
（
非

課
税
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

控
除
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、
平
成
19
年
1
月
か
ら
平
成

19
年
12
月
ま
で
に
納
め
た
、
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が
対

象
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
自
分
の
保
険
料
だ
け
で
は
な

く
、
ご
家
族
の
保
険
料
を
納
め
た
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の

額
を
証
明
し
た
、
控
除
証
明
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

確
定
申
告
の
手
続
き
の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
を
行
う
ま
で
に

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

〜
19
年
11
月
又
は

2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
〜

11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
た
人

1
月
1
日
か
ら
9
月
30
日
ま
で
の
間
に
、
保
険
料
の

納
付
が
あ
っ
た
人
。

2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
人

10
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
保

険
料
の
納
付
が
あ
っ
た
人
。

お
問
い
合
せ
先
は
、
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
1
０
５
７
０
（
０
０
）
９
９
１
１
）

又
は
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
。

被保険者の種類は3種類
第3号被保険者第2号被保険者第1号被保険者

第2号被保険者に扶養さ
れている配偶者で20歳以
上60歳未満の人

厚生年金・共済組合に加入
している会社員・公務員な
どの人

学生、自営業者、農林漁業
者、無職などの人とその配
偶者

あなたは
何号？　

配偶者の勤務先で加入手
続きをします。

勤務先で加入手続きをし
ます。

住民課国民年金係の窓口
で加入手続きをします。

加 入
届 出 先

配偶者の加入する厚生年
金や共済組合が制度全体
として負担します。個人
で保険料を納める必要は
ありません。

厚生年金保険料・共済組合
掛金として給料から天引
きされます。それとは別
に国民年金保険料を納め
る必要はありません。

国（社会保険事務所）から
送付される納付書で納め
ます。

保険料の
納 め 方


